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2026 年度 犬の登録及び狂犬病予防注射の実施について(通知) 

 

 飼い犬の登録と狂犬病予防注射を次のとおり実施します。犬を飼っておられ、動

物病院で予防注射を受ける方以外は、時間厳守のうえ必ずおいでください。 

犬(生後 91 日以上)を飼っておられる方には、犬の登録(一生に一度)と、年一回の

狂犬病予防注射をすることが、狂犬病予防法で義務付けられています。接種しない

まま飼育していると、20 万円以下の罰金を科せられることがあります。 

 ● 犬を登録済みの方は、事前に郵送する通知はがきを必ず持参してください。 

● 料金は、おつりの要らないよう、ご協力をお願いします。 

● 飼い犬の死亡、飼い主の住所・氏名の変更などは、届出をしてください。 

● 動物病院にて治療中など接種が難しい場合は、社会環境課（環境政策課)へご

連絡ください。飼い犬の登録や変更の届出は美土里支所窓口係でも手続きできます。 
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 注射のみ 登録と注射 

犬の登録料 ― ３，０００円 

狂犬病予防注射料金 ２，５５０円 ２，５５０円 

注射済票交付料金   ５５０円   ５５０円 

合 計 ３，１００円 ６，１００円 

美土里町版 

裏面に続きます 

飼い主のマナーを守りましょう 

※ 犬は、必ずつないで飼いましょう。早朝や夜間も犬を放してはいけません。 

※ 散歩は、必ず首輪にリード(手綱)をつけ、長くしないで持ちましょう。 

※ 暗い時間の散歩は、飼い主も犬も、明るい色の服や光反射バンドなどを身に付け、

リード(手綱)も明るい色か反射素材のものを使いましょう。 

※ 河川の堤防、道路、広場などの公共の場所に、犬のフンが落ちています。 

飼い主には、他人に迷惑をかけないために、散歩中、飼い犬がフンをしたら必ず

持ち帰る義務があります。環境美化のためにもマナーを守りましょう。 

※ 飼い犬が行方不明になった場合は、安芸高田市社会環境課 

（環境政策課）か美土里支所、又は安芸高田警察署で保護されて 

いる場合がありますので、連絡をしましょう。 
 



２．日時・場所 

実施月日 実施場所 実施時間 

５月２８日 

 

(木) 

 瀬木バス停付近 ９：１５～９：２０ 

 向井バス停付近 ９：２５～９：３０ 

 ＪＡ営農総合センター ９：３５～９：４０ 

 清田・高橋様宅付近 ９：４５～９：５０ 

 ＪＡ旧横田支所上市倉庫跡 ９：５５～１０：００ 

 横呂・田中様宅付近 １０：０５～１０：１０ 

 原・三本木様宅横コミュニティ広場 １０：２０～１０：２５ 

 矢賀集会所 １０：３０～１０：３５ 

 寺川・上横田集会所 １０：４０～１０：４５ 

 安芸高田市 美土里支所前 １０：５０～１０：５５ 

 引地・ＪＡ旧本郷支所 １１：００～１１：０５ 

 道円田バス停付近 １１：１０～１１：１５ 

 上河内・旧役場前道路向い １３：２０～１３：２５ 

 下黒滝バス停付近 １３：３０～１３：３５ 

 下北・山岡様宅付近 １３：４５～１３：５０ 

 生活改善センター前 １３：５５～１４：００ 

 安芸高田消防本部北部分駐所前 １４：０５～１４：１０ 

 北市会館 １４：１５～１４：２０ 

５月２９日 

 

(金) 

 桑田の庄前 ９：３０～９：３５ 

 生田モータース様付近 ９：５０～９：５５ 

 生田集会所 １０：００～１０：０５ 

 出店・高杉様宅付近 １０：１０～１０：１５ 

 智教寺地区（戸別） １０：３０～１０：３５ 

 地区（戸別） １０：５０～１０：５５ 

智教寺地区  11:15～11:20  青地区 11:35～11:40  

青・智教寺地区は、戸別訪問しますので、注射を希望される飼い主は、

事前に安芸高田市 社会環境課（環境政策課）または美土里支所 窓口係

までご連絡ください。 

 

 

お問合せ先 安芸高田市 市民部 社会環境課（環境政策課) 

 電話・お太助フォン ４２－１１２６ 

美土里支所 窓口係 電話・お太助フォン ５４－０３１１ 



販売 

獣医師 

②装着・装着証明書 

①装着依頼 

③登録申請 

販売 

④登録証明書 ⑤変更登録 ⑥登録証明書 ⑦変更登録 ⑧登録証明書 

●鑑札は交付されません。 

●安芸高田市への登録手数料は発生しません。 

※従来の鑑札交付を伴う安芸高田市での 

犬の登録手数料は 3，000 円です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●登録すると『鑑札』が交付されます。 

●登録した犬が死亡したり、すでに登録がある犬を所有した場合、飼い主や住所が変更になった場合にも、届出が必要です。 

●毎年、春に狂犬病予防注射の案内のはがきを送っています。もし届いていないようであれば、登録していない可能性があります。 

社会環境課（環境政策課）又は各支所へ確認をお願いします。 

狂犬病予防注射【毎年 1 回】 

鑑札・注射済票の装着 

。 ●『鑑札』はその犬が登録されている犬であること、『注射済票』はその犬が注射をきちんと受けていることの証明になります。 

●また、迷子になってしまった時には迷子札の役割も果たします。 

（マイクロチップ装着犬で環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録がある犬については、鑑札の装着は不要） 

 

 

注射済証（獣医師が発行する証明書）が交付された場合は、 

社会環境課（環境政策課）又は各支所にて『注射済票』の交付手続きを行ってください。 

どれかひとつでも違反があれば、２０万円以下の罰金の対象となります 

鑑札 

●予防注射を受けると『注射済票』が交付されます。 

●市の集合注射、動物病院等で受けてください。 

●屋内、屋外飼養に関わらず、予防注射を受けさせましょう。 
 

 

登録したマイクロチップが鑑札と

みなされ、安芸高田市の犬台帳

に自動登録されます。 

変更登録・各種届出も自動的に

反映されます。 

注射済票 

装着したマイクロチップが鑑札の代わりになります 

犬の飼い主には、狂犬病予防法で義務づけられています！ 

狂犬病予防法の特例制度（犬の登録手続きの簡略化について） 

安芸高田市において、環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録等を行った場合、 

狂犬病予防法上の登録等の手続きが不要になります。その場合は、装着しているマイクロチップが鑑札とみなされます。 

※民間登録団体（AIPO,Fam,JKC 等）にのみ登録をしている場合は、本制度の対象外です。 

 

 
  

 

環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」 

登録・変更登録・各種届出を行うごとに通知 

安芸高田市 市民部 社会環境課（環境政策課）  電話・お太助フォン  ☎ ０８２６-４２-１12６ 

  

安芸高田市 

 ブリーダー等繫殖業者 

 

  ペットショップ 一般の飼い主 

 

犬の登録【生涯 1 回】 
 



 
 


